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はじめに

◎�本書は、消防設備士　第１類（甲種＆乙種）の試験合格に必要な知識及び過去の試
験問題をまとめたものです。

◎�甲種の試験問題は［筆記45問］＋［実技７問］で構成されており、科目別の内容は
次のとおりとなっています。

甲種　試験問題の科目別の内容 問題数

筆記

消防関係法令（共通・類別） 15問

基礎的知識（機械・電気） 10問

消防用設備等の構造機能（機械・電気・規格） 20問

実技（鑑別等・製図） ７問

◎�乙種の試験問題は［筆記30問］＋［実技５問］で構成されており、科目別の内容は

次のとおりとなっています（乙種は製図がありません）。

乙種　試験問題の科目別の内容 問題数

筆記

消防関係法令（共通・類別） 10問

基礎的知識（機械・電気） ５問

消防用設備等の構造機能（機械・電気・規格） 15問

実技（鑑別等） ５問

◎�試験問題の科目別の内容及び本書において適用される章は、次のとおりとなります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

上巻

消防関係法令（共通）
甲８問
乙６問

第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（１類）
甲７問
乙４問

第２章　�消防関係法令�
　　　　（第１類の内容）

基礎的知識　機械部分
甲６問
乙３問

第３章　基礎的知識　機械部分

基礎的知識　電気部分
甲４問
乙２問

第４章　基礎的知識　電気部分

消防用設備等の構造機能
機械部分

甲10問
乙８問

第５章　消防用設備等の構造機能
　　　　機械部分

下巻

消防用設備等の構造機能
電気部分

甲６問
乙４問

第６章　消防用設備等の構造機能
　　　　電気部分

消防用設備等の構造機能
規格部分

甲４問
乙３問

第７章　消防用設備等の構造機能
　　　　規格部分
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実技　鑑別等
甲５問
乙５問

第８章　実技　鑑別等

実技　製図 甲２問 第９章　実技　製図（甲種のみ）

◎�合格基準は、筆記と実技で分かれています。
◎�筆記の合格基準は各科目毎に40％以上の点数で、かつ、全体の出題数の60％以上の

点数となっています。従って、ある科目の正解率が40％未満の場合は、他の科目全
て満点であっても不合格となります。

◎�実技の合格基準は、60％以上の点数となっています。実技は１つの出題に対し、設
問が２～３問出されている場合が多く、この場合は配点が細分化されます。ただし、
配点内容は公表されていません。

◎�試験に合格するためには、筆記及び実技の両方で合格基準に達していなければなり
ません。なお、実技は「写真・イラスト・図面等による記述式」となっています。

◎�本書の各章では、項目を更に細かく区分し、各項目ごとにテキスト⇒過去問題⇒問
題の正解・解説、の順番に編集してあります。

◎�過去問題の左端にある「□」はチェックマークを表しています。習熟度に応じてご
活用下さい。また、問題文の最後の［★］は、頻出問題であることを表し、［改］
は法改正等に合わせて内容を一部変更していることを表しています。

◎�［編］は、２つの類似問題を編集部で１つの問題にまとめたものであることを表し
ています。

◎�「第１章　消防関係法令（全類共通）」及び「第５章　消防用設備等の構造機能　
機械部分」に使われている写真は、弊社が実物を撮影したものを除き、次のメーカー
各社からご提供いただいたものです。本文で表記している略称と会社名は、次のと
おりです。

〈写真協力〉（五十音順）

◇立売堀製作所…株式会社立売堀製作所
◇川本製作所……株式会社川本製作所
◇テラル…………テラル株式会社
◇能美防災………能美防災株式会社
◇初田製作所……株式会社初田製作所

◇深田工業……………深田工業株式会社
◇ベン…………………株式会社ベン
◇モリタ宮田工業……モリタ宮田工業株式会社
◇ヤマトプロテック…ヤマトプロテック株式会社
◇ワシノ機器…………ワシノ機器株式会社

令和６年12月　消防設備士　編集部
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一部免除

◎�電気工事士（免状を所持）及び電気主任技術者は、受験申請時に「科目免除」を

行うと、次のアミ部分が免除となり、太枠部分の問題で受験することになります。

試験問題の科目別の内容 本書

消防関係法令（共通） 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（１類） 第２章　消防関係法令（第１類）

基礎的知識　機械部分 第３章　基礎的知識　機械部分

基礎的知識　電気部分 第４章　基礎的知識　電気部分

消防用設備等の構造機能　機械部分 第５章　構造機能　機械部分

消防用設備等の構造機能　電気部分 第６章　構造機能　電気部分

消防用設備等の構造機能　規格部分 第７章　構造機能　規格部分

実技　鑑別等 第８章　実技　鑑別等

実技　製図 第９章　実技　製図（甲種のみ）

◎�既に所有している消防設備士の免状の種類及び受験する試験種類により、受験申

請時に「科目免除」を行うと、以下の表に記載された科目が免除となり、記載さ
れた科目以外の問題（詳細は上表を参照。）で受験することになります。

■甲種第１類を受験する場合…

既に所有している免状 免除となる試験問題の科目 本書

甲種第２・３類のいずれか
消防関係法令（共通） 第１章

基礎的知識　機械・電気 第３章・第４章

甲種第4・５類のいずれか 消防関係法令（共通） 第１章

■乙種第１類を受験する場合…

既に所有している免状 免除となる試験問題の科目 本書

甲種第２・３類または、
乙種第2・3類のいずれか

消防関係法令（共通） 第１章

基礎的知識　機械・電気 第３章・第４章

甲種第１・4・５類または
乙種第４～７類のいずれか

消防関係法令（共通） 第１章

◎�その他については、消防試験研究センターのHPを参照してください。
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法令の基礎知識

◎�法令は、法律、政令、省令などで構成されています。法律は国会で制定されるも

のです。政令は、その法律を実施するための細かい規則や法律の委任に基づく規

則をまとめたもので、内閣が制定します。省令は法律及び政令の更に細かい規則

や委任事項をまとめたもので、各省の大臣が制定します。

◎�消防設備士に関係する法令をまとめると、次のとおりとなります。

消防設備士に関係する法令 本書の略称

法律 消防法 法

政令 消防法施行令 令

総務省令

消防法施行規則 規則

危険物の規制に関する規則 危険物規則

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格
を定める省令

閉鎖型ヘッドの規格

消防用ホースの技術上の規格を定める省令 消防用ホースの規格

消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の
結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の
結合金具の技術上の規格を定める省令

差込式の結合金具の規格

流水検知装置の技術上の規格を定める省令 流水検知装置の規格

一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 一斉開放弁の規格

消防庁告示

加圧送水装置の基準 加圧送水装置の基準

放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備
の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

放水型ヘッド等の細目基
準

ラック式倉庫のラック等を設けた部分におけ
るスプリンクラーヘッドの設置に関する基準

ラック式倉庫のヘッドの設
置基準

自家発電設備の基準 自家発電設備の基準

蓄電池設備の基準 蓄電池設備の基準

配電盤及び分電盤の基準 配電盤等の基準
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消防庁告示

パッケージ型消火設備の設置及び維持に関す
る�技術上の基準を定める件

パッケージ型消火設備の
基準

パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に
関する技術上の基準を定める件

パッケージ型自動消火設
備の基準

◎�法令では、法文を指定する場合、条の他に「項」と「号」を使用する。

　�〔法令の例（途中一部省略）〕

５の条71 第 　消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等
又は特殊消防用設備等の工事（設置に係るものに限る。）又は整備のうち、政令で
定めるものを行ってはならない。

　 一 　第 10 条第４項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければな
らない消防用設備等

　 二 　設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等

　　　　　　　　　　　　　　　（略）

８の条71 第 　消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等（以下この章
において「工事整備対象設備等」という。）の設置及び維持に関して必要な知識及
び技能について行う。

２ 　消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。

３ 　消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年１回以上、
都道府県知事が行う。

４ 　次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けること
ができない。

　 一 　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機
械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者（当
該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

　 二 　乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備（第
17 条の５の規定に基づく政令で定めるものに限る。）の経験を有する者

　 三 　前二号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者

①

②

③

④

　　①第17条の５　１項。１項しかない場合は「第17条の５」と略す。
　　②第17条の５　１項１号または第17条の５　１号。
　　③第17条の８　２項。

　　④第17条の８　４項１号。

　　注意：本書では、条以降の「第」を省略して表記している。
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15．基準の特例

■１．基準の特例
◎�令別表第１（12）イ（工場、作業場等）に掲げる防火対象物で、総務省令で定め

るものについては、「消火設備に関する基準」に定める基準に関して、総務省令
で特例を定めることができる（令第31条１項）。

◎�次に掲げる防火対象物又はその部分については、「消防用設備等の設置及び維持
の技術上の基準」に定める基準に関して、総務省令で特例を定めることができる
（令第31条２項）。

　　①�令別表第１（15）（事務所等）に掲げる防火対象物で、総務省令で定めるも
の

　　②�令別表第１に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、総務省令で定
めるもの

◎�「消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準」の規定は、消防用設備等につい
て、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断し
て、この規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼の
おそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めること
ができると認めるときにおいては、適用しない（令第32条）。

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】消防用設備等の設置に際し、政令に定める基準によらなくてもよいものに関
する記述について、文中の（　）に当てはまる語句として、消防法令上、正しい
ものは次のうちどれか。

　�　「第２章第３節に定める消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定は、
消防用設備等について、（　）が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から
判断して、この規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は
延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止め
ることができると認めるときにおいては、適用しない。」

□　１．消防長又は消防署長
　　２．総務大臣
　　３．都道府県知事
　　４．市町村長

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解１
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２．閉鎖型ヘッドの性能

◎�スプリンクラーヘッドは、次のように分類される。

閉鎖型ヘッド…�放水口が感熱体によって閉止されている。火熱により一定温度に達す
ると、感度部（感熱体）が破壊又は変形して放水口を開放する。

開放型ヘッド…�感熱体がなく、放水口が開放している。劇場の舞台部に設置する。
放水型ヘッド…放水口を備えているもの。高天井部分に設置する。

◎�これらのヘッドのうち閉鎖型ヘッドは、感度種別及び有効散水半径に関する種別
が、規則第13の２等に規定されている（詳細は省略）。

◎�一般の防火対象物に設ける閉鎖型ヘッドを標準型ヘッドという。
◎�標準型ヘッドは、感度種別が１種又は２種に分かれている。１種の方が感度が良

い。更に、有効散水半径が2.3ｍ又は2.6ｍ以上であるものを設けることとなって
いる。

　〔標準型ヘッドの仕様区分〕

有効散水半径
感度種別

１種 ２種

2.3m ○ 　○＊

2.6m以上 ○ ×

◎�しかし、感度種別が２種で有効散水半径が2.6ｍ以上の標準型ヘッドは設置がで
きない。また、感度種別が２種で有効散水半径が2.3ｍのヘッド（＊）は、従来
規定されていた閉鎖型ヘッドに相当する。

◎�高感度型ヘッドとは、火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができ
るもので、閉鎖型ヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が１種であり、かつ、有
効散水半径が2.6m以上であるものをいう（規則第13条の２　２項）。

◎�小区画型ヘッドは、宿泊室等（宿泊室、病室、居間、寝室等）の部分に設置する。
また、側壁型ヘッドは、宿泊室等及び廊下、通路等の部分に設置する。

◎�小区画型ヘッド及び側壁型ヘッドは、感度種別が１種のものを設置する（規則第
13条の３）。

◎�ラック式倉庫に設けるスプリンクラーヘッドは、有効散水半径が2.3ｍであって、
ヘッドの呼びが20の標準型ヘッドとする（規則第13条の５　３項）。
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▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】次の文中の（　）内に当てはまる適切な語句の組合せとして、消防法令上、
正しいものはどれか。

　�　「高感度型ヘッドとは、火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することが
できるもので、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち（ア）ヘッドで感度種別が�

（イ）であり、かつ、有効散水半径が（ウ）以上であるものをいう。」

（ア） （イ） （ウ）

□　１． 側壁型 ２種 2.6m

　　２． 標準型 １種 2.6m

　　３． 標準型 ２種 2.3m

　　４． 標準型 １種 2.3m

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解２
　�　「高感度型ヘッドとは、火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができる
もので、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち〈㋐�標準型〉ヘッドで感度種別が〈㋑�１�
種〉であり、かつ、有効散水半径が〈㋒�2.6m〉以上であるものをいう。」
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１．流体の性質

◎�水の性質は、「高所から低所へと流れ、形を変化する、非圧縮性流体」といえる。
◎�水の密度は、温度によって若干変化し、４℃のときに１g/cm3 となる。
◎�水は圧力を加えると密度が変化するが、その値は小さく、通常は非圧縮性流体と

して扱う。
▶表面張力
◎�液体は分子間力により、液体表面では収縮する力が働く。この力を表面張力とい

う。表面張力により、液体の表面はできるだけ表面積を小さくする。体積を一定
とすれば、球形のものが最も表面積が小さい。

　▷用語：分子間力…分子どうしに働く引力。

◎�表面張力のため、水滴は植物の葉の上では球状になる。
◎�表面張力は、液体の種類によって異なるが、温度によってもわずかに変化する。

水銀の表面張力は水と比べると非常に大きい。また、水は温度が低くなると、表
面張力が大きくなる。

〔表面張力の値の例〕

物質 水 水銀 メタノール

温度（℃） ０ 10 15 20 20 20

表面張力
（mN/m） 75.6 74.2 73.5 72.8 486 22.4

◎�液体分子と固体分子との接触面には付着力が働く。この付着力と表面張力により、
液体（水）に細い管を垂直に立てると、管内の液面が上昇または下降する。この
現象を毛管現象という。管内の水は表面が縮まろうとすることで、水が内壁にそ
って広がる。

◎�液面の上昇高さまたは下降高さ h は、表面張力の鉛直分力と管内の柱部分の重力
が等しくなることから、次のとおりとなる。

　　　　 4Tcosθ
　　h ＝ ────  
　　　　   ρgd 
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　ただし、T：表面張力、θ：接触角、ρ：液体の密度、g：重力加速度、d：管内径、
である。高さ h は、接触角θが小さくなるほど、また、管内径 d が細くなるほど、
大きくなる。

◎�接触角θは、物質により異なり、水とガラスでは約８～９°と小さく、管内の液
面は上方に引き上げられる。一方、水銀とガラスの接触角は約 140°と大きく、
管内の液面は外の液面より低くなる。接触角が 90°以上になると、管内の液面は
下降する。

▶せん断応力
◎�実在する流体には粘りがある。そのため、流体に力が加わるとその力に抵抗する

力が作用する。この性質を粘性といい、粘性がある流体のことを粘性流体という。
◎�粘性によって生じる力を考えるために、２枚の板に挟まれた流体の流れを想定す

る。上の板を右向きに動かすと、粘性によって力が働く。板には動きを妨げる向
きに力が働くため、左向きの力が作用する。一方、板の下の流体は板に引きずら
れるため、右向きの力が作用する。

◎�板面に平行な方向の力をせん断力といい、単位は N である。また、単位面積あ
たりのせん断力のことをせん断応力といい、単位は Pa である。図中の右向きの
力がせん断力となり、その抵抗として上板に生じる単位面積あたりの力がせん断
応力となる。

◎�板に作用するせん断応力は、多くの流体で速度勾配に比例し、この比例係数が粘
性係数となる。

　　せん断応力（Pa）＝粘性係数（Pa･s）×速度勾配（1/s）
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４．電圧計と電流計

▷注意：�電圧計や電流計の接続方法は、「構造・機能及び工事・整備」として出題さ

れることが多いが、内容が「電気」に関するものであるためここに収録した。

▶電圧計
◎�電圧計を負荷回路に接続するには、負荷に対して並列にする。
◎�電圧計は一般に内部抵抗が非常に大きく設定されており、並列に接続した電圧計

側にはほとんど電流が流れない。
◎�電圧計には直流の場合、マイナス側の接続端子とプラス側の接続端子間の電位差
（電圧）が表示される。

◎�電圧計を負荷回路に対し直列に接続すると、電圧計部分で大きく電圧が低下し、
電源電圧に近い電圧値を表示する。

▶電流計
◎�電流計を負荷回路に接続するには、負荷に対して直列にする。
◎�電流計は一般に内部抵抗が非常に小さく設定されており、直列に接続した電流計

部分で電流の流れはほとんど妨げられない。
◎�電流計には直流の場合、プラス側の接続端子からマイナス側の接続端子に流れる

電流値が表示される。
◎�電流計を負荷回路に対し並列に接続すると、電流計側に大きな電流が流れるため、

負荷回路に流れる電流値より大きな数値を表示する。
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４．放水性能とその点検要領

▶放水圧力と放水量
◎放水圧力及び放水量は、令第11条３項及び規則第12条７号ホと「点検要領　総

合点検」で定められている。
◎令第11条３項では、［いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓（設

置個数が２を超えるときは、２個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合
の、それぞれのノズルの先端における、放水圧力及び放水量］を定めている。ま
た、規則第12条では、放水圧力の上限値を定めている。

◎「点検要領　総合点検」では、屋内消火栓の放水圧力及び放水量の範囲を定めて
いる。以上の内容をまとめると、次の表のとおりとなる。

消火栓の種類 放水圧力 放水量

１号消火栓、易操作性１号消火栓 0.17MPa以上0.7MPa以下 130L/min以上

広範囲型２号消火栓 0.17MPa以上0.7MPa以下 80L/min以上

２号消火栓 0.25MPa以上0.7MPa以下 60L/min以上

▶棒状放水の放水圧力の点検方法
◎�ノズル放水圧力の測定方法は、棒状放水ノズルと可変噴霧ノズルで異なっている。
◎�棒状放水ノズルの圧力測定では、ピトー管と圧力計を組み合わせたピトーゲージ

を使用する。
◎�棒状放水の測定は、放水時の先端をノズル先端からノズル口径の２分の１離れた

位置で、かつ、ピトー管先端の中心線と放水流が一致する位置にピトー管の先端
がくるようにして、圧力計の指示値を読み取る（点検要領　P378参照）。
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▶噴霧ノズル放水の放水圧力の点検方法
◎�ピトーゲージで測定できないもの又は噴霧ノズル放水の測定にあたっては、次の

方法で放水圧力を測定する。
◎�ホースとノズルの間に圧力計付管路媒介金具を結合して放水し、放水時の圧力計

の指示値を読む。なお、棒状・噴霧兼用ノズルの場合は、棒状放水状態で測定す
る。

▶放水量の算定
◎放水量は次の式により算定し確認する。

　　Q＝KD2　10 P　　　　　　　	
　　　Q：放水量（L/min）　　D：ノズル径（mm）　　P：放水圧力（MPa）
　　　K：�定数（１号消火栓は0.653とし、それ以外の消火栓はその型式により指定された

定数を用いる）

◎�例えば、１号消火栓でノズル径13mm、放水圧力0.4MPaとすると、放水量Qは次
のとおり。

　　Q＝0.653×13×13×　４��≒221L/min　　　　　　　　　　　��



464

消防設備士	第１類（甲種・乙種）
令和７年　上巻

■発行所　株式会社 公論出版
　　　　　〒110―0005
　　　　　東京都台東区上野３－１－８
　　　　　TEL．03－3837－5731
　　　　　FAX．03－3837－5740

■定価　3,300円　　

■発行日　令和６年12月20日　初版

ISBN978-4-86275-295-6

書籍の訂正について

株式会社公論出版 ホームページ

書籍サポート/訂正
URL：https://kouronpub.com/book_correction.html

本書の記載内容について正誤が発生した場合は、弊社ホームページに
正誤情報を掲載しています。

本書籍に関するお問い合わせ

FAX
03-3837-5740

必要事項
・お客様の氏名とフリガナ
・FAX番号（FAXの場合のみ）
・書籍名　・該当ページ数　・問合せ内容

メール

問合せフォーム

　　�※�お問い合わせは、本書の内容に限ります。�
下記のようなご質問にはお答えできません。
EX：・実際に出た試験問題について　　　・書籍の内容を大きく超える質問
　　��・個人指導に相当するような質問　　・旧年版の書籍に関する質問　等

　　　また、回答までにお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。�
　　　なお、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。




